
 

1 

 

2026年 3月 13日 

 

各  位 

 

 
ビート・ホールディングス・リミテッド 

（URL：www.beatholdings.com） 

代表者名 最高経営責任者（CEO） 

チン・シャン・フイ 

      （東証スタンダード市場 コード番号：9399） 

連絡先 IR室マネージャー 

高山 雄太 

   （電話：03-4570-0741） 

 

リボルビング・クレジット・ファシリティー契約の延長について 
 

当社は、2025年3月31日付開示文書「（開示事項の経過）独占交渉権契約及び借入契約の締結に関する

お知らせ」（注）にて、以前当社のCEOを務めていたレン・イー・ハン氏（以下「レン氏」といいます。）

との間で、リボルビング・クレジット・ファシリティー契約（以下「クレジット・ファシリティー契約」

といいます。）を締結したことをお知らせしました。 

（注）より詳細な情報については、上記開示文書を併せてご参照ください。 

 

クレジット・ファシリティー契約の期間は、2026年3月30日までの1年間となっておりましたが、本日、

当社の取締役会は、レン氏との交渉を経て、利息を「年率 8% 複利」から「年率 12% 複利」変更した上

で、レン氏とのクレジット・ファシリティー契約の期間を 2027年 3月 30日まで、更に 1年延長すること

について決議しましたのでお知らせいたします。延長後のクレジット・ファシリティー契約の主な条件

は以下のとおりです。 

 

• 上限：200百万香港ドル（4,044百万円） 

• 期間：1年 

• 利息：年率 12% 複利 

• 担保／保証：なし 

 

なお、本件が当社グループの 2026 年 12 月期の業績予想に与える影響は軽微である見込みですが、今

後、本件について開示すべき事象・事項が発生又は決定された場合には、適時開示いたします。 

 

参考として、クレジット・ファシリティー契約に基づく現在の借入れ・返済の状況は、以下のとおり

です。 

日付 

借入額（返済額：△） 

香港ドル・日本円・米ドル 

（借入時の通貨） 
日本円 

2025年 4月 2日 3,670千米ドル 572百万円 

2025年 5月 9日 2,085千米ドル 325百万円 

2025年 5月 21日 （注）18百万香港ドル 364百万円 

2025年 5月 23日 （注）100百万円 100百万円 

2025年 6月 16日 300百万円 300百万円 

2025年 7月 29日 △2,805千米ドル △325百万円 
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2025年 12月 9日 300千米ドル 47百万円 

合計 1,383百万円 

（注）2025年 5月 21日付開示資料「リボルビング・クレジット・ファシリティーからの借入れについて」

にてお知らせした約3百万米ドルの借入れは、当時の為替レートの下、2025年5月21日に香港ドルにて、

また、2025年 5月 23日に日本円にて、2回に分けて借入れております。 

 

本書で適用している換算レートは、2026年 2月 28日現在の株式会社三菱 UFJ銀行の対顧客電信売買相

場の仲値である 1香港ドル＝20.22円及び 1米ドル＝155.81円です。 

 

以上 
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ビート・ホールディングス・リミテッドについて 

当社、ビート・ホールディングス・リミテッドは、ケイマン諸島においてケイマン法に基づいて設立・

登記されたグローバルな投資会社で、香港に事業本部を構え、日本、シンガポール、マレーシア、イン

ドネシア、中国及びカナダに子会社を有しております。子会社の新華モバイル（香港）リミテッドを通

じて知的財産権の取得及びライセンシングを行っています。また、子会社の GINSMS Inc.（トロント・ベ

ンチャー証券取引所に上場、TSXV：GOK）を通じてモバイル・メッセージング・サービス並びにソフト

ウェア製品及び専門サービスを提供しています。当社は、東京証券取引所のスタンダード市場に上場

（証券コード：9399）しております。 

 

詳細は、ウェブサイト：https://www.beatholdings.com/ をご参照下さい。 

 

本書は一般公衆に向けられた開示資料であり、当社株式への投資を勧誘するものではありません。投資

家は、当社への投資を判断する際、当社の過去の適時開示資料及び法定開示資料を含むがこれらに限定

されない開示資料を確認し、それらに含まれるリスク要因及びその他の情報を併せて考慮した上でかか

る判断を行う必要があります 


